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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年７月１日 

                        運輸安全委員会（海事部会）議決 

                         委 員 長  武 田 展 雄 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  柿 嶋 美 子 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年９月２日 ０４時２２分ごろ 

発生場所 明石海峡航路 

江埼灯台から真方位０１９°１.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３７.６′ 東経１３５°００.０′） 

事故の概要  自動車専用船GLOVIS
グ ロ ービ ス

 COMPANION
コ ン パ ニ オ ン

は、明石海峡航路を西進中、また、

漁船東田
ひがしだ

丸は、明石海峡航路を横断しようと南東進中、明石海峡航路

において両船が衝突した。 

 東田丸は、船長が負傷し、船首部の圧壊等を生じ、また GLOVIS 

COMPANION は、右舷船側外板に擦過痕を生じた。 

事故調査の経過 (1) 調査組織 

   令和元年９月２日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか２

人の船舶事故調査官を指名した。 

(2) 調査の実施時期 

令和元年９月３～５日、１２月９日、１０日現場調査及び口述

聴取、１０月７日、１６日回答書受領、令和２年３月１６日口述

聴取 

(3) 原因関係者からの意見聴取 

   原因関係者から意見聴取を行った。 

(4) 旗国等への意見照会 

   GLOVIS COMPANION の旗国に対し、意見照会を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者 

 船舶管理会社、船級 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車専用船 GLOVIS COMPANION（マーシャル諸島共和国籍）、

６０,２１３トン 

   ９４６０８９９（ＩＭＯ番号）、 

NOCC SHIPOWNING AS（船舶所有者）、 

   WALLEM SHIPMANAGEMENT LTD（船舶管理会社）、ＮＫ 

   １９９.９９ｍ×３２.２６ｍ×３４.５２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１４,３１５kＷ、２００８年１２月１０日

（起工） 

Ｂ 漁船 東田丸、３.７トン 
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ＨＧ３－２６７６９（漁船登録番号）、個人所有 

１０.９７ｍ×２.７９ｍ×０.９４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５１kＷ、平成１１年４月３０日 

第２６０－３９７７０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 水先人Ａ 男性 ７３歳 

内海水先区一級水先人水先免状 

    免 許 年 月 日 平成１４年２月１８日 

免状交付年月日 平成３０年１月２２日 

有効期間満了日 令和３年２月１７日 

船長Ａ（インド籍） 男性 ５７歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（マーシャル諸島共和国発給） 

    交付年月日 ２０１６年３月３０日 

          （２０２１年３月２３日まで有効） 

  航海士Ａ（スリランカ民主社会主義共和国籍） 男性 ３４歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（マーシャル諸島共和国発給） 

交付年月日 ２０１６年１１月１６日 

（２０２１年６月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許 登録 日 昭和５０年１０月２１日 

免許証交付日 平成２６年８月１１日 

（令和２年７月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船側外板（船首部寄り）に擦過痕 

Ｂ 船首部に圧壊、オーニングの支柱に曲損及びオーニングに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮流 東南東流約３～４ノット（kn） 

日出時刻：０５時３２分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１９人（インド籍４人、バングラ

デシュ人民共和国籍３人、ウクライナ籍１人、フィリピン共和国籍１

１人）が乗り組み、大韓民国PYEONGTAEK
ピ ョ ン テ ク

港から大阪湾を経由して兵庫

県東播磨港へ向けて航行していた。 

 水先人Ａは、令和元年９月２日０３時２５分ごろ明石海峡航路東方

灯浮標（以下「明石海峡航路」を冠する灯浮標名は、これを省略す

る。）東方付近で乗船し、船長Ａとパイロットカード等により水先業

務に関する情報交換を行った。 

Ａ船は、航海灯を表示し、船長Ａが操船指揮をとり、レーダー監視

に航海士Ａをつけ、その他操舵手及び見習い航海士を配置し、水先人

Ａの水先により明石海峡航路（以下「本件航路」という。）に向けて
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北進した。 

水先人Ａは、０３時３３分ごろ、ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」

という。）により大阪湾海上交通センター（以下「大阪マーチス」と

いう。）に航路入航予定時刻の通報を行った。 

 Ａ船は、水先人Ａの針路指示により航行を続け、０４時０５分ごろ

中央第３号灯浮標を通過して本件航路に入り、本件航路に沿って約１

０knの速力（対地速力、以下同じ。）で北西進していた。 

 水先人Ａは、本件航路の屈曲部に差し掛かり、中央第２号灯浮標と

一定の距離を保持しようと針路指示を行っていたところ、０４時２１

分ごろ、ＶＨＦにより大阪マーチスからＡ船への呼び掛けがあり、明

石方面から接近している船舶に注意するように連絡を受けた。 

船長Ａ及び航海士Ａは、ＶＨＦによる会話が日本語で行われてお

り、通話内容を理解していなかった。 

Ａ船は、水先人Ａが、右舷方至近にＢ船の航海灯を初認し、手元に

準備していた昼間信号灯によりＢ船に向けて数回照射したもののＢ船

が見えなくなり、０４時２２分ごろＢ船と衝突した。 

水先人Ａは、大阪マーチスに本事故の発生を通報し、Ｂ船がＡ船の

右舷船尾方に離れていく状態であることを報告した。 

 Ｂ船は、０４時０５分ごろ、船長Ｂが１人で乗り組み、航海灯を表

示し、さわら一本釣り漁を行う目的で、淡路島東方の漁場に向けて兵

庫県明石市明石港の係留場所を出発した。 

 船長Ｂは、０４時１６分ごろ明石港の防波堤を通過し、操舵室の椅

子に腰を掛け、手動操舵により操船していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、明石海峡大橋南側橋脚を船首目標とした際、明

石海峡大橋方面から西進する船舶がいないと思い、約１０knの速力で

南東進していた。 

 船長Ｂは、本件航路を東進中の船舶を数隻認めていたので、航路を

横断するにあたり、どの船舶の船尾方を通過しようかと考えていた。 

 Ｂ船は、０４時２１分ごろ本件航路の北側から航路に入り、船長Ｂ

が東進する船舶の動静を確認していたところ、０４時２２分ごろＡ船

と衝突した。 

 船長Ｂは、衝突時に旋回窓に額等が当たり、何に衝突したのかも分

からない状況で、自走で明石港に帰港した後、病院で前額部打撲、裂

創及び胸部骨折の診断を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 (1) Ａ船の操舵室からの視認状況等 

船長Ａの回答書によれば、操舵室が海面上約３０ｍの高さにあ

ることで、操舵室からの視認範囲が水平距離で正横方向より前方

に約１２５ｍ以上離れた海面上であった。 

Ａ船の一般配置図によれば、航海灯が海面上約２７ｍ以上の高
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さであった。 

（付図２） 

(2) Ｂ船の航海灯の状況等 

① 船首部から船尾部にかけてオーニングを設置しており、マス

ト灯がオーニングの上及び両色灯がオーニングの下にそれぞれ

設置されていた。 

② 両色灯からオーニングの船首端及び両舷端までの角度が、そ

れぞれ船首方向に約１０°上方及び正横方向に約２０°上方で

あった。 

③ 両色灯と操舵室が隣接していた。 

④ 両色灯の灯光は、Ｂ船から水平距離で船首方向に約１６０ｍ

以上、正横方向に約７５ｍ以上離れていると、海面上約３０ｍ

の高さにある物標に灯光が届く状況であった。 

（付図３） 

(3) Ａ船及びＢ船の接近状況 

大阪マーチス提供画像及びＡ船のＶＤＲに記録された３Ｍレン

ジのレーダー映像によれば、次のとおりであった。 

・Ｂ船が明石港から南東進して航路に入り、Ａ船から３３０°

（真方位、以下同じ。）約２００ｍに接近した後、衝突直前に

南南西進していた。 

・０４時１６分ごろから２２分ごろの間の本件航路の通航状況

は、西進する船舶がＡ船１隻及び東進する船舶が４隻表示さ

れていた。 

（付図４及び付図５） 

(4) Ａ船の操縦性能 

Ａ船は、バラスト状態で、舵角３５°として右旋回及び左旋回

した場合の旋回縦距*1、旋回横距*2、最短停止距離及びそれぞれの

所要時間が、次表のとおりであった。（表１参照） 

表１ Ａ船の操縦性能 

右旋回 旋回縦距 ６６０ｍ 

旋回横距 ３７０ｍ 

１分４０秒 

左旋回 旋回縦距 ６５０ｍ 

旋回横距 ３６０ｍ 

１分３０秒 

最短停止距離 ２,２５０ｍ ７分３０秒 

(5) Ａ社の管理規程による遵守事項 

Ａ社の管理規程によれば、次のとおりであった。 

                             
*１ 「旋回縦距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの、船体重心の原針路上での縦移

動距離をいう。 
*２ 「旋回横距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの、船体重心の原針路上からの横

移動距離をいう。 
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・水先人が乗船時には、操舵室に、船長、当直航海士、見張り

員及び操舵員を配置し、船長が総責任者として水先人に水先

を行わせること。 

船長の指示書によれば、次のとおりであった。 

・当直航海士は、船舶の安全な航行に責任があり、見張りを継

続しなければならない。 

・当直航海士は、船長又は水先人が船橋にいる場合において

も、見張りの義務を免除されない。 

・当直航海士は、水先人に必要な情報を報告し、船舶の安全な

航行を続けなければならない。 

(6) 水先業務に関する確認事項 

水先業務に関し、水先人Ａが船長Ａに提示したチェックリスト

によれば、船長への要求事項は、次のとおりであった。 

   ・見張りを行い、他船の動静を監視すること。 

   ・船位を確認し、適切な時期に水先人に報告すること。  

(7) Ａ船及びＢ船の見張り状況 

水先人Ａは、本事故当時、明石港から漁船が出港する時間帯で

あったものの、船長Ａに対し、航路外の状況にも注意して見張り

をする等の具体的な要求をしていなかった。 

水先人Ａは、漁船が本件航路を航行する船舶に接近して航路を

横断することに遭遇した経験があり、漁船が接近することがあっ

ても海上交通安全法の規定により避けて航行していくものと思っ

ていた。 

水先人Ａは、水先を開始した後、Ａ船の乗組員による周囲の状

況についての報告が適宜行われていたと思っていた。 

水先人Ａは、本件航路において、漁船の避航動作に疑問がある

ときには、まず発光信号を行い、それでもはっきりと動作に変化

がないときに汽笛信号を行うようにしていた。 

船長Ａは、水先人Ａによる水先中、水先人Ａの針路指示通りに

操舵手が操舵を行っているかどうかの確認及び見習い航海士の指

導を行っていた。 

 航海士Ａは、レーダー映像及び周囲の状況の見張りを行うとと

もに、船位の確認を行っていたが、Ｂ船を見落としていたと本事

故後に思った。 

船長Ａ及び航海士Ａは、水先人Ａが、ＶＨＦによる通話後、慌

てて右舷方へ昼間信号灯を使用し、右舷側ウィングに向かったの

に続いた際、操舵室を出る前に右舷船首部で大きな音を聞いた。 

Ｂ船は、ＶＨＦ及びレーダーを装備していなかった。 

（付図２ Ａ船、付図３ Ｂ船、付図４ Ａ船のＶＤＲによるレーダ

ー映像等、付図５ 水先人ＡがＢ船に気付いてから衝突するまでの
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状況、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ａ船のＶＤＲ

による音声等の情報（抜粋）、付表３ 本事故の経過表 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

(1) Ａ船及びＢ船の視認状況 

Ａ船は、レーダーにより、Ｂ船の映像が、０４時１６分５４秒

に正船首方に約３,５００ｍの距離に表示して以後、連続して表示

されており、Ｂ船を確認できたものと推定される。 

Ａ船及びＢ船の視認状況は、Ｂ船の両色灯と操舵室が隣接して

いたことから、両色灯の灯光が届く状況と操舵室からの視認状況

がほぼ等しいと仮定すると、Ｂ船の操舵室からＡ船の航海灯を、

また、Ａ船の操舵室からＢ船の両色灯をそれぞれ視認できた可能

性があると考えられる。 

(2) Ａ船及びＢ船の接近状況 

   Ａ船は、船長Ａが、操船指揮者として操舵室に乗組員を配置さ

せ、水先人Ａの水先により、本件航路を航行し、中央第２号灯浮

標で変針後、１０.５knの速力で西進していたものと推定される。 

   Ａ船は、大阪マーチスによる注意喚起の連絡を受け、水先人Ａ

がＢ船を初認して約２０秒後に右舷船首部がＢ船と衝突したもの

と推定される。 

Ａ船は、水先人ＡがＢ船に気付いた際、約２００ｍに接近して

いたＢ船に対し、Ａ船だけによる動作では避航できなかったもの

と考えられる。 

   Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、明石港を出港後、約１０kn

の速力で南東進していたものと考えられる。 

   Ｂ船は、本件航路に入った後、南南西進して衝突していたこと

から、船長Ｂが東進する船舶の船尾を通過しようと舵を右に切っ

ていたものと考えられる。 

   Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦ等の、互いに連絡をとる通信手段を持

っていなかったものと推定される。 

(3) Ａ船及びＢ船の見張り状況 

水先人Ａは、本事故当時、漁船が出港する時間帯であることを

知っていたものの、漁船がＡ船を避けて航行するものと思ってい

たこと及びＢ船の接近についての報告がなかったことから、航路

内でのＡ船の進路保持に意識を向けた航行を続け、また、船長Ａ

に対し、航路外の状況についても注意して見張りを行うよう具体

的な要求をしていなかったものと考えられる。 

水先人Ａは、接近漁船に対する注意喚起用に昼間信号灯を本事
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故直前に使用したものの、船長Ｂを気付かせることができなかっ

たものと考えられる。 

船長Ａ及び航海士Ａは、水先人Ａが昼間信号灯を使用するまで

Ｂ船の接近に気付いておらず、水先人Ａに報告しなかったものと

考えられる。 

船長Ａは、乗組員への指導等を行っていたものの、航海士Ａに

対して航路外の状況についての見張りの指示が徹底されていなか

ったものと考えられる。 

船長Ｂは、明石海峡大橋南側橋脚を船首目標とした後、本件航

路の状況を十分に確認していなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船より西方から東進する船舶が数隻

あり、どの船舶の船尾方を通過しようか考えていたことから、東

進中の船舶に意識を向け、西進中のＡ船に気付いていなかった可

能性があると考えられる。 

船長Ｂは、本件航路の北側から航路に入った後も東進中の船舶

に意識を向けて航路の横断を続けていたものと考えられる。 

船長Ｂは、本件航路に入った場合、Ａ船の進路を避けなければ

ならなかったものと推定される。 

原因  本事故は、夜間、本件航路において、Ａ船が水先人Ａの水先により

西進中、Ｂ船が南東進中、水先人Ａが航路内でのＡ船の進路保持に意

識を向けて航行を続け、また、船長Ｂが、本件航路を東進中の船舶に

意識を向けて本件航路に入った後、南南西進して航路の横断を続けて

いたため、両船が衝突したものと考えられる。 

船長Ｂが、本件航路に入った後、南南西進して航路の横断を続けて

いたのは、本事故当時、Ｂ船より西方から東進する船舶が数隻あり、

どの船舶の船尾方を通過しようかと考えていたことから、東進中の船

舶に意識を向け、西進中のＡ船に気付いていなかった可能性があると

考えられる。 

水先人Ａが航路内でのＡ船の進路保持に意識を向けて航行を続けて

いたのは、自らＢ船の接近に気付いておらず、また、船長Ａ及び航海

士Ａから、Ｂ船の接近についての報告がなかったことによるものと考

えられる。 

 水先人Ａが、本事故当時、漁船が出港する時間帯であることを知っ

ていたものの、船長Ａに対し、航路外の状況についても注意して見張

りを行うよう具体的な要求をしていなかったことは、本事故の発生に

関与したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航路を横断する船舶は、航路に入る前に航路を航行する他の船舶

の通航状況を十分に把握して航路に入ること。 



- 8 - 

 ・航路外から航路に入る船舶は、航路をこれに沿って航行している

船舶の進路を避けること。 

・航路を航行する船舶は、漁船等が航路を横断することもあること

から、航路外の船舶も見張りを行い、特に変針の際、航路付近に

存在する漁船等について見張りを行うこと。 

・航路を航行する船舶で特に大型船舶は、操舵室から視認できない

領域があること及び漁船等と連絡をとる通信手段がないことを考

慮し、航路外から接近する漁船等に対して、漁船等の船長が早期

に確実に気付くように短音５回以上の汽笛による警告信号を行う

こと。 

 ・水先人は、船長に対して、見張りについて、季節、時刻、地形、

潮流、船舶の通航状況、漁船の操業状況及び海上工事の状況等を

考慮し、具体的にその場の状況に応じた要求を行うこと。 

・水先人は、船長及び乗組員との間で意思疎通及び情報共有を図る

ため、ＢＲＭを積極的に活用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ Ｂ船 
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付図４ Ａ船のＶＤＲによるレーダー映像等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 大阪マーチス提供画像 
船舶の針路と速力を示すベクトルの先端は、

１分後の船舶の予測位置を示す。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 船 位※ 対地針路※ 船首方位※ 対地速力 

  北 緯 東 経       

(時:分:秒) (°-′-″) (°-′-″) （°） （°） (kn) 

03:44:00 34-35-13.8 135-06-24.5 272.6 274 9.4 

03:50:01 34-35-17.7 135-05-19.3 288.7 289 8.1 

04:00:00 34-35-54.8 135-03-48.8 301.7 299 9.3 

04:05:00 34-36-18.8 135-03-01.0 298.1 299 9.2 

04:14:00 34-37-04.0 135-01-35.3 308.1  305 9.5  

04:15:00 34-37-09.9 135-01-26.1 308.5  305 9.8  

04:16:00 34-37-16.3 135-01-16.6 306.8  303 9.9 

04:17:00 34-37-21.7 135-01-06.5 303.2  300 10.0  

04:18:00 34-37-27.1 135-00-56.0 300.2  297 10.2  

04:19:00 34-37-31.2 135-00-44.8 289.9  286 10.2  

04:20:01 34-37-33.6 135-00-32.7 278.7 275 10.0 

04:21:01 34-37-34.1 135-00-20.6 271.4 270 10.2 

04:22:01 34-37-34.3 135-00-08.0 271.7 270 10.5 

04:23:02 34-37-34.6 134-59-55.0 272.4 270 10.9 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方 

位は真方位である。 

 

付表２ Ａ船のＶＤＲによる音声等の情報（抜粋） 

 Ａ船 大阪マーチス 

03:33:38

～

03:35:20 

水先人Ａ： 

大阪マーチス、大阪マーチス、こちら

GLOVIS COMPANION です。どうぞ。 

 

水先人Ａ： 

おはようございます。これから明石海

峡向かいます。航路インは予定通り０

４時１０分でお願いします。  

どうぞ。 

 

 

水先人Ａ： 

はい、了解しました。さよなら。 

 

はい、GLOVIS COMPANION こちら大阪マーチスで

す。通報どうぞ。 

 

 

 

はい、まるよんひとまる了解しました。  

現在の航路内等の情報をお伝えします。 

現在、貴船の進路方向航路に至るまでの間及び

航路内目立った操業漁船はありません。潮流は

東流れ４.８ノット下降中。 どうぞ。 

 

はい、通報ありがとうございました。  

さよなら。 

04:20:45

～

04:21:41 

 

 

水先人Ａ： 

はい、こちらGLOVIS COMPANIONです。

呼ばれましたでしょうか？ どうぞ。 

 

 

水先人Ａ：  

はい、了解しました。ありがとうござ

います。気をつけて行きます。 

どうもありがとうございました。 

GLOVIS COMPANION、GLOVIS COMPANION、こちら

大阪マーチス。 

 

 

はい、現在、貴船の右前方から、明石方面から

１船接近中です。ご注意ください。どうぞ。 

 

 

 

はい、よろしくお願いします。 

１６チャンネル返します。さよなら。 



- 14 - 

04:21:50 
音：カチカチカチカチ  

 

04:22:05 音：ドーン  

04:22:51

～

04:24:08 

 

水先人Ａ： 

大阪マーチス、大阪マーチス、GLOVIS 

COMPANION です。漁船がちょっと当た

ったようですが、どうぞ。 

 

水先人Ａ： 

そのまま流れて行ってますが、特に沈

んだとかそういったことはありませ

ん。 

 

水先人Ａ： 

はい、了解。 

 

 

はい、大阪マーチス。 

了解しました。現在、漁船の状態はいかがでし

ょうか？ どうぞ。 

 

 

 

はい、漁船沈んだという状況等なし。了解しま

した。 

そのまま１６チャンネルにて待機願います。ど

うぞ。 

 

付表３ 本事故の経過表 
 Ａ船 水先人Ａ 

Ａ船乗組員 

Ｂ船 船長Ｂ 

 

03:25 

ごろ 

東方灯浮標東方にお

いて水先人Ａが乗

船。 

 

水先人Ａ及び船長Ａがパイ

ロットカード等により水先

業務に関する情報交換を相

互に行った。 

水先人Ａが大阪マーチスに

航路入航予定時刻の通報。 

  

04:05 

ごろ 

中央第３号灯浮標を

通過。 

 明石港の係留場

所を出発。 

 

 

04:15 

ごろ 

明石海峡大橋を通

過。 

   

04:16 

ごろ 

レーダーに、Ｂ船を

約１.８Ｍ（３,５０

０ｍ）に表示。 

 

北西進 

 

 

 

 

明石港の防波堤

を通過。 

 

 

南東進 

明石海峡大橋南側

の橋脚を目標とし

て航行した。 

04:18 

ごろ 

航路に沿って変針開

始。 

   

 

04:21 

ごろ 

大阪マーチスからＶ

ＨＦによりＢ船が接

近している旨の注意

喚起の呼びかけを受

けた。 

 

西進 

 

通話後、水先人Ａが約２０

０ｍに接近していたＢ船に

気付いた。 

水先人Ａが昼間信号灯で照

射した。 

本件航路に入っ

た。 

 

 

 

 

南南西進 

Ａ船に気付いてい

なかった。 

航路を西から東進

する船舶の動静を

確認し、どの船舶

の船尾を通過しよ

うかと考えてい

た。 

04:22 

ごろ 

衝突 水先人Ａ及びＡ船乗組員

は、衝突音を聞いた。 

衝突 何にぶつかったか

わからなかった。 

04:23 

ごろ 

 水先人Ａが大阪マーチスに

事故の発生を通報。 

  

 


